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◎おしゃべり（声かけ）サロン開催しています！ 
 

日中自宅で過ごしている方、誰かと話したいと思っている方を対象に、毎月第２火曜日を開催日と

してサロンを行っています。一緒にお茶を飲みながらおしゃべりをしましょう。参加料は無料です。 

どなたでもご自由にいらしてください。特に男性の方大歓迎です。 
 

【日 時】１１月９日（火） 午前９時～正午  【場 所】きらり（上川大内出張所） 
 

【問い合わせ先】 由利本荘市声かけボランティア（佐々木）電話 090－4554－7363 

          事務局 市健康管理課 電話 22－1834 

インターバル速歩教室 参加者募集！！ 

インターバル速歩は、「ゆっくり歩き」と「はや歩き」を交互に行うウォーキング方

法で、「年齢や体力に関係なく」「手軽に始める」ことができます。 

・「筋力」と「体力」の向上 

・血圧、血糖値の改善 

・うつや体の痛みの改善 

・運動後に牛乳を飲むことで、筋力アップと熱中症予防 などに効果があります。 

初めての方、すでにインターバル速歩に取り組まれている方、どなたでも参加できま

す。皆さんお誘い合わせの上、ご参加ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【日 時】 １１月１６日（火）午前１０時～１１時（受付：午前９時３０分～） 

【会 場】 市総合体育館 

【持ち物】 動きやすい服装、室内用靴、タオル、水分補給用の飲み物 

【お願い】 ①参加当日に自宅で体温を測ってきてください。 

      ②風邪症状や熱のある方、体調不良の方は参加できません。 

      ③運動中以外は、マスクの着用をお願いします。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜募集人員＞２０名  ＜申し込み締切＞１１月１５日（月）まで 

【申し込み・問い合わせ先】市民サービス課市民福祉班 電話 ６５－２８１０ 

 

スポーツフェスタ ２０２１ 市総合体育館で   
参加料無料！ 

１１月７日（日） ９：００～１６：００   
 『気軽に運動を体験したい』を叶える１日 

          ぜひ、ご家族やお友達とお越しください！！ 

☆フロアカーリング 

☆卓球 

☆めいろで あそぼ！ 

☆オリジナルトートバック作り 

☆ぽぽろの家作品展示 

○問い合わせ 

 市総合体育館（指定管理者：ミズノスポーツサービス株式会社）☎ ６２－０５００ 



 

◎行政相談所開設のお知らせ 
 

 行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、国の仕事などについての苦情や意見・要望を受け付け、皆さ 

まと関係行政機関などとの間にたって、その解決を図る「行政と住民とのパイプ役」です。いつでもご相談 

ください。相談は無料で秘密は厳守されます。 
 

 【行政相談委員】 東海林 一郎 さん （小増沢） 

 【 日   時 】 １１月２０日（土） 午前９時～１１時３０分 

 【 場   所 】 大内総合支所 相談室２（日直窓口隣） 
 

《問い合わせ先》市民サービス課市民福祉班 電話 ６５－２８０６ 

 ●１１月７日（日）から１１月１３日（土）まで、秋の火災予防運動が実施されます。 

  寒い季節となり火を取り扱う機会が多くなりますので、火の取り扱いには十分注意してください。 

 ■期間中は、朝６時５５分と夜７時の一日２回、サイレンを吹鳴して防火を呼びかけます。 

 ■火災予防運動期間の初日、１１月７日（日）午前６時５７分から、葛岡町内において消防大内分団による 

  火災想定訓練を実施します。 

 ※火災想定訓練に伴い、午前６時５７分から約１時間、下図のとおり一部片側通行等の交通規制の実施を予 

  定しております。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、付近住民の皆様の参加・見学等はご遠慮ください 

  ますようお願いいたします。 

◎『秋の火災予防運動』と『火災想定訓練』のお知らせ 

【問い合わせ先】 市民サービス課振興班 電話 ６５－２２１１ 

 身の回りの清掃をして火災を予防しましょう！！ 

 住家の暖房器具やコンセント周り、作業小屋等に溜まったゴミやほこりを放置すると思わぬ火災につ 

ながることがあります。冬に向けて火の元となる可能性が高い箇所の清掃を心がけましょう！ 

交通規制区間 

 
 

  固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在で、土地・家屋・償却資産 

 を所有している方が、その資産の所在する市町村に納めていただく税金です。 

  正しい課税をするために、令和３年中に家屋（車庫・物置などを含む）の 

 新築・増築・取り壊しをされた方はお知らせください。 

★家屋の新築・増築・取り壊しをお知らせください★ 

【問い合わせ先】 市民サービス課振興班（税務担当） 電話 ６５－２２１４ 

 
道路除雪に際してのお願い 【問い合わせ先】建設課 電話 ６５－２８０２ 

 厳しい冬期間の除雪作業を円滑に実施するためには、住民の皆様のご協力がなければ実施で 

きません。次の点について、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

１．市道の除雪要望は町内会長へ 

 市道に関する除雪要望は、各町内会長へ連絡願います。状況に応じて除雪作業を行います。  

２．路上駐車はやめよう！！ 

 路上駐車は、除雪作業の妨げになるほか、排除される雪により車輌が損傷

する恐れがありますので、路上駐車はやめましょう。また、待避所も除雪区

域ですので、個人の駐車場としての利用はやめましょう。  

３．出入口の除雪へ協力ください 

 除雪後、各家庭の出入口を道路の雪がふさいでしまいますので申し訳ございま

せんが、出入口の雪の処理については各家庭で対応していただくようご協力をお

願いいたします。また、「除雪車が来て持って行ってくれるだろう」などという考

えで宅地内の雪を道路に出されますと、交通の障害となるほか、重大な事故につ

ながります。屋根から道路に滑り落ちた雪についても各家庭で取り除いてくださ

い。また、屋根に滑り止めを付けるなどの防止策にご協力をお願いいたします。 

４．道路上の支障物件は道路外へ撤去 

 占用許可を受けないで道路上に構造物等を放置されるケースが散見されますが、除雪の支障

となるほか、見えないことから雪と一緒に処理される恐れがありますので速やかに撤去するな

どしましょう。除雪作業に支障をきたす立ち木の枝等がある場合には、撤去や処理をお願いい

たします。 

５．流雪溝以外の道路側溝等に投雪しない 

 流雪溝以外の道路側溝等への投雪はやめましょう。捨てた雪のために流れがせき止められ、

水が道路にあふれ出す可能性があります。これにより路面が凍結し、スリップ等重大な事故に

つながり大変危険です。 

６．除雪車に近づかない 

 除雪車は作業上、前進後退を繰り返すことが多く、除雪車付近は大変

危険です。十分な車間距離をとって通行してください。同様に除雪車を

追い越す場合も無理な追い越しをしないようお願いいたします。  

・新型コロナウイルス対策のため、マス 

 クの着用をお願いします。 

・濃厚接触を避けるため、相談時間は 

 １５分程度とさせていただきます。 

・コロナの感染状況により、中止する場 

 合がありますのでご了承願います。 


